
 
 

 

件    名 愛媛県総合科学博物館使用料条例等の一部を改正する条例 

主  管  課 生涯学習課（文化振興課） 

根拠法令等   

【改正の概要】 

 １ 概要 
   愛媛県総合科学博物館、愛媛県歴史文化博物館及び愛媛県美術館を使用する際に 

前納しなければならない観覧料について、後納を可能とするための一部改正 
 
 ２ 改正理由 

  ・旅行業者等からの要望（ツアー利用）があること。 
  ・入館者の増加が期待されること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 行 日 平成16年４月１日 

【その他参考事項】 

 〇年間入館者数（人） 
施設名 １０ １１ １２ １３ １４ 

愛媛県総合科学博物館 221,161 199,470 166,483 187,566 176,477 
愛媛県歴史文化博物館 89,476 78,493 85,421 80,436 99,214 
愛媛県美術館 125,646 356,059 346,284 250,264 356,302 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


